
 

 

＝ 令和５年１２月１日付け一括申請について ＝ 

 

 

１．ふたつ星自動認定  

 

①令和 5 年 12 月 1 日において、ひとつ星認定期間が６ヶ月以上の方､または、

降格によるひとつ星認定期間が１年以上（不正入構の場合は２年以上）の方

は、令和 5 年 12 月 1 日付けをもって自動的にふたつ星に認定されます。従

って、申請手続きは不要です。参考に「ふたつ星自動認定対象者名簿」を配

付します。  

②ふたつ星認定期間は、令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日までとなり

ます。  

【抵触事項がある場合】 

③現在、ひとつ星の方で、ひとつ星認定期間に認定基準に抵触した事項がある

場合、今回の一括申請で「マスターズ届出書」（第２号様式：認定基準に抵

触した旨の届出。以下「届出書」と表現します。）を提出し、改めて令和 5

年 12 月 1 日付けひとつ星認定を受けてください。  

④改めてのひとつ星認定期間は、令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日ま

でとなります。  

⑤届出書を提出せずに、このままふたつ星自動認定を受けると、来年のマスタ

ー新規認定申請の際に抵触事項が発覚し、ひとつ星に降格することとなり、

マスターに認定される時期が１年遅れることとなります。  

⑥届出書の記載においては、【届出の種別】欄の「１  ★ ⇒ ★」に○印を記

入し、【届出の事由】欄の「届出事由発生日」に発生日を記入し、抵触した

認定基準の番号を○で囲んでください。  

⑦「マスターズ制度一括申請一覧表（団体用）」（以下「申請一覧表」と表現し

ます。）の現称号（ひとつ星）のひとつ星降格（今回提出）欄に届出書提出

人数を記入してください。  

⑧令和 5 年 11 月 30 日までの間に認定基準に抵触する事案が発生し、都個協へ

の一括申請書提出締切日（令和 5 年 9 月 29 日）までに届出書を提出できな

かった方は、令和 5 年 12 月 7 日までに届出書を所属団体へ必ず提出してく

ださい。（所属団体は都個協へ速やかに提出してください。）  

マ ス タ ー ズ 制 度 取 扱 要 領 

一般社団法人東京都個人タクシー協会  

－1－



２．マスター新規認定申請  

 

【対象者】 

①令和 5 年 12 月 1 日において、ふたつ星認定期間が１年以上になる方は、マ

スター新規認定申請をしますので、「マスター認定申請書（新規）」（第３号

様式）に、運転記録証明書（令和 5 年 6 月 1 日以降発行の３年間以上を証明

したもの。写しで可。）を添付して提出し、令和 5 年 12 月 1 日付けマスター

認定を受けてください。  

②マスター認定期間は、令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日までとなり

ます。  

③対象者は、別紙「マスター認定申請者名簿」又は「マスター認定申請者名簿

（再申請者）」に記載の方で、ふたつ星になった経緯で２つに分かれており、

運転記録証明書の確認期間が異なります。  

○マスター認定申請者名簿 

・ひとつ星からふたつ星に認定された者  

・確認期間は「ひとつ星認定日以降」となります。  

（ひとつ星認定日は名簿に記載してあります。）  

 

○マスター認定申請者名簿（再申請者） 

・マスターからふたつ星に降格した者  

・確認期間は「ふたつ星認定日以降」となります。  

（ふたつ星認定日は名簿に記載してあります。）  

【申請書の作成】 

④申請者は、「マスター認定申請書（新規）」表面下部の「スキルアップ研修を

受講（修了）しています。」「スキルアップ研修を本申請書にかかる認定日ま

でに受講（修了）します。」のいずれか該当する□に✔印を記入してくださ

い。  

⑤申請者は、申請書裏面の認定基準を確認し、「申請者確認欄」の「適・否」の

いずれかを○で囲んでください。  

⑥団体長は、申請書の記載内容（認定基準抵触の有無）を確認し、すべて適合

している場合に「団体確認欄」に押印してください。  
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【抵触事項がある場合】 

⑦対象者で、確認期間に認定基準に抵触した事項がある場合、今回の一括申請

で「届出書」を提出し、令和 5 年 12 月 1 日付けひとつ星認定を受けてくだ

さい。  

⑧ひとつ星認定期間は、令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日までとなり

ます。  

⑨届出書の記載においては、【届出の種別】欄の「２  ★★ ⇒ ★」に○印を

記入し、【届出の事由】欄の「届出事由発生日」に発生日を記入し、抵触し

た認定基準の番号を○で囲んでください。  

⑩令和 5 年 11 月 30 日までの間に認定基準に抵触する事案が発生し、都個協へ

の一括申請書提出締切日（令和 5 年 9 月 29 日）までに届出書を提出できな

かった方は、令和 5 年 12 月 7 日までに届出書を所属団体へ必ず提出してく

ださい。（所属団体は都個協へ速やかに提出してください。）  

【申請者名簿の作成】 

⑪「申請者名簿」の「マスター」「ひとつ星降格」「死亡廃業等」のいずれかに

○印を記入し、 終ページの下段「合計記入」欄にそれぞれの合計数を記入

してください。  

・マスター   マスター認定申請書を提出する者  

・ひとつ星降格  届出書を提出する者  

・死亡廃業等   死亡･廃業･譲渡･退会した者（提出書類不要）  

【申請一覧表の作成】 

⑫「申請一覧表」の現称号（ふたつ星）の、申請区分（マスター申請）並びに

申請区分（マスター申請－再申請）の行に、上記⑪の分類により、各欄にそ

れぞれの該当人数を記入してください。  

⑬「対象者（名簿掲載者）」に記載の人数と、各欄の合計数が一致していること

を確認してください。  
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３．マスター更新認定申請  

 

【対象者】 

①令和 5 年 12 月 1 日において、マスター認定期間が１年以上になる方は、マ

スター更新認定申請をしますので、「マスター認定申請書（更新）」（第４号

様式）に、運転記録証明書（令和 5 年 6 月 1 日以降発行の３年間以上を証明

したもの。写しで可。）を添付して提出し、令和 5 年 12 月 1 日付けマスター

更新認定を受けてください。  

②マスター更新認定期間は、令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日までと

なります。  

③対象者は、別紙「マスター更新申請者名簿」に記載の方です。  

④確認期間は「令和 4 年 6 月 1 日以降」となります。  

【申請書の作成】 

⑤申請者は、「マスター認定申請書（更新）」裏面の認定基準（特定要件を含む）

を確認し、「申請者確認欄」の「適・否」のいずれかを○で囲んでください。  

⑥認定基準の全てに適合している場合、申請書表面の「マスターの認定期間が

1 年以上あり、かつ、そのマスター認定期間において、認定基準の全てに適

合しています。」の□に✔印を記入してください。  

⑦認定期間（令和 4 年 12 月 1 日～令和 5 年 11 月 30 日）内に道路交通法違反

1 回 1 点のみがある場合、認定規則第 9 条第 2 号の「規定を適用する」の□

に✔印を記入してください。  

⑧前回の認定期間（令和 3 年 12 月 1 日～令和 4 年 11 月 30 日）内に道路交通

法の 1 回 1 点を超える違反があったにもかかわらず、令和 4 年 12 月 7 日ま

でに「届出書」を提出していない場合、今回の一括申請で「届出書」を提出

し、令和 5 年 12 月 1 日付けひとつ星認定を受けてください。  

⑨申請者は、申請書表面の「スキルアップ研修を受講（修了）しています。」「ス

キルアップ研修を本申請書にかかる認定日までに受講（修了）します。」の

いずれか該当する□に✔印を記入してください。  

⑩団体長は、申請書の記載内容（認定基準等抵触の有無）を確認し、すべて適

合している場合に「団体確認欄」に押印してください。  
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【抵触事項（認定基準）がある場合】 

⑪対象者で、確認期間に認定基準に抵触した事項がある場合、今回の一括申請

で「届出書」を提出し、令和 5 年 12 月 1 日付けふたつ星認定を受けてくだ

さい。  

⑫ふたつ星認定期間は、令和 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日までとなり

ます。  

⑬届出書の記載においては、【届出の種別】欄の「５  ★★★ ⇒ ★★」に○

印を記入し、【届出の事由】欄の「届出事由発生日」に発生日を記入し、抵

触した認定基準の番号を○で囲んでください。  

⑭令和 5 年 11 月 30 日までの間に認定基準に抵触する事案が発生し、都個協へ

の一括申請書提出締切日（令和 5 年 9 月 29 日）までに届出書を提出できな

かった方は、令和 5 年 12 月 7 日までに届出書を所属団体へ必ず提出してく

ださい。（所属団体は都個協へ速やかに提出してください。）  

【抵触事項（特定要件）がある場合】 

⑮対象者で、確認期間に特定要件に抵触した事項がある場合、今回の一括申請

を待たず、速やかに「届出書」を提出してください。  

⑯届出書の記載  

○特定要件発生後３０日以内に届出書を提出する場合  

・ふたつ星に降格となりますので、【届出の種別】欄の「６  ★★★（特） 

⇒ ★★」に○印を記入してください。  

・【届出の事由】欄の「届出事由発生日」に発生日を記入してください。  

・≪特定要件≫欄の抵触した事項に○印を記入してください。  

・ふたつ星認定日は届出日の翌月１日とし、ふたつ星認定期間は認定日か

ら１年以上経過後の 11 月 30 日までとなります。  

・特定要件発生後３０日以内について、東京タクシーセンターから団体へ

の通報の場合は、団体に指導内容通知書等が届いた日を起算日とします。 

○特定要件発生後３０日超後に届出書を提出する場合  

・ひとつ星に降格となりますので、【届出の種別】欄の「３  ★★★（特） 

⇒ ★」に○印を記入してください。  

・【届出の事由】欄の「届出事由発生日」に発生日を記入してください。  

－5－



・≪特定要件≫欄の抵触した事項に○印を記入してください。  

・ひとつ星認定日は届出日の翌月１日とし、ひとつ星認定期間は認定日か

ら１年以上経過後の 11 月 30 日までとなります。  

【申請者名簿の作成】 

⑰「申請者名簿」の「更新」「ひとつ星降格」「ふたつ星降格」「死亡廃業等」の

いずれかに○印を記入し、 終ページの下段「合計記入」欄にそれぞれの合

計数を記入してください。  

・更新    マスター更新申請書を提出する者  

・ひとつ星降格  届出書を提出しひとつ星に降格する者  

・ふたつ星降格  届出書を提出しふたつ星に降格する者  

・死亡廃業等   死亡･廃業･譲渡･退会した者（提出書類不要）  

※なお、「ひとつ星降格」並びに「ふたつ星降格」については、今回（一括申請

の中で）届出書を提出する方は○印､事前に提出済の方は△印を記入してく

ださい。  

【申請一覧表の作成】 

⑱「申請一覧表」の現称号（マスター）の行に、上記⑰の分類により、各欄に

それぞれの該当人数を記入してください。  

⑲特定要件抵触による届出書提出は随時（速やかに）となりますので、名簿掲

載者の中で既に提出済の方は「提出済」欄に人数を記入してください。  

⑳「対象者（名簿掲載者）」に記載の人数と、各欄の合計数が一致していること

を確認してください。  
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４．書類の提出方法について  

 

①書類の提出については、所属団体単位で全員分が揃った後に初めて  

「申請一覧表」を添えて提出して下さい。  

②書類の綴り順序  

1. 申請一覧表  

2. 現称号ひとつ星の者の届出書  

3. マスター認定申請者名簿  

●マスター認定申請書（新規）及び運転記録証明書－（名簿順）  

●現称号ふたつ星の者の届出書－（名簿順）  

4. マスター認定申請者名簿（再申請者）  

●マスター認定申請書（新規）及び運転記録証明書－（名簿順）  

●現称号ふたつ星の者の届出書－（名簿順）  

5. マスター更新申請者名簿  

●マスター認定申請書（更新）及び運転記録証明書－（名簿順）  

●現称号マスターの者の届出書－（名簿順）  

 

※上記の各届出書は、該当がある場合です。  

③各申請書類はホッチキス止めをせずにご提出ください。  
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５．今後、認定基準等に抵触した場合  

下記に詳細はありますが、基本的に令和 5 年 11 月 30 日までの間に認定基準

に抵触した場合には、令和 5 年 12 月 7 日までに「届出書」を提出していただ

くこととなります。  

【ひとつ星の者】 

①毎年、9 月 30 日を締切日とする一括申請時に「届出書」を提出してください。  

②12 月 1 日付けをもって、改めてひとつ星として認定され、翌年のふたつ星自

動認定の対象者となります。  

③ただし、一括申請書類提出後令和 5 年 11 月 30 日までの間に、認定基準に抵

触する事案が発生した場合には、令和 5 年 12 月 7 日までに届出書を所属団

体へ必ず提出してください。12 月 1 日付けで改めてひとつ星として認定され、

翌年のふたつ星自動認定の対象者となります。  

【ふたつ星の者】 

④毎年、9 月 30 日を締切日とする一括申請時に「届出書」を提出してください。  

⑤12 月 1 日付けをもって、ひとつ星として認定され、翌年のふたつ星自動認定

の対象者となります。  

⑥ただし、一括申請書類提出後令和 5 年 11 月 30 日までの間に、認定基準に抵

触する事案が発生した場合には、令和 5 年 12 月 7 日までに届出書を所属団

体へ必ず提出してください。12 月 1 日付けでひとつ星として認定され、翌年

のふたつ星自動認定の対象者となります。  

【マスターの者】 

（認定基準に抵触した場合）  

⑦毎年、9 月 30 日を締切日とする一括申請時に「届出書」を提出してください。  

⑧12 月 1 日付けをもって、ふたつ星として認定され、翌年のマスター新規認定

の対象者となります。  

⑨ただし、一括申請書類提出後令和 5 年 11 月 30 日までの間に、認定基準に抵

触する事案が発生した場合には、令和 5 年 12 月 7 日までに届出書を所属団

体へ必ず提出してください。12 月 1 日付けでふたつ星として認定され、翌年

のマスター新規認定の対象者となります。  

⑩マスター更新申請をされた方で、申請書に添付した運転記録証明書では 1 回
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1 点のみの記載であっても、その後令和 5 年 11 月 30 日までの間に、新たな

違反点数が付された場合には認定基準に抵触することとなるので、令和 5 年

12 月 7 日までに届出書を所属団体へ必ず提出してください。12 月 1 日付け

でふたつ星として認定され、翌年のマスター新規認定の対象者となります。 

 

（特定要件に抵触した場合）  

⑪速やかに「届出書」を提出してください。  

⑫届出書の提出が特定要件発生後３０日以内の場合には、届出日の翌月１日付

けでふたつ星として認定され、１年以上経過後の 12 月 1 日付けマスター新

規申請の対象者となります。  

⑬届出書の提出が特定要件発生後３０日超後の場合には、届出日の翌月１日付

けでひとつ星として認定され、１年以上経過後の 12 月 1 日付けふたつ星自

動認定の対象者となります。  

 

【特定要件】  

ア 道路運送法等の違反による行政処分（車両停止以上）がないこと。 

イ 道路交通法による違反点数累積９点以上の違反がないこと。 

ウ 重大事故(自動車事故報告規則第 2 条に定義された事故)がないこと。 

エ 都個協、東個協、都営協等の賞罰審査会等で処分を受けていないこと。 

オ タクシーセンターの指導事案、苦情事案、適正運営推進制度違反等で団

体へ通報がないこと。 

カ 刑事事件の被告になっていないこと。 

 

６．称号標適正表示管理簿への記録  

称号標（マスター称号、制度参加章）について、制度参加、昇格、降格、車

両代替、破損、汚濁、未認定届出等により張り替え等を行った際には、適切な

貼付の確認を担当役職員が行い、称号標適正表示管理簿に記録すること。  
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新規参入個人タクシー事業者

既存個人タクシー事業者

（制度未参加者）

ひとつ星

①申請によるひとつ星

②届出によるひとつ星

ふたつ星

　③昇格によるふたつ星（自動認定）

　④届出によるふたつ星

マスター（みつ星）

※マスター事業者は⑥の申請を毎年行う。

　⑤マスター新規認定

　⑥マスター更新認定

申請（マスター更新）
　　（12月1日認定）

申請（マスター新規）
　　（12月1日認定）

昇格（ふたつ星自動認定）
　　（12月1日認定）

申請（ひとつ星･随時受付）
　（申請日の翌月１日認定）

マスターズ制度  認定作業の流れ

認
定
基
準 
抵
触

特
定
要
件 

抵
触

随時届出

届
出(

1
2

月
１
日
認
定)

届
出(

1
2

月
１
日
認
定)

3
0

日
以
内
の
場
合(

翌
月
１
日
認
定)

3
0

日
を
超
え
た
場
合(

翌
月
１
日
認
定)

12

12

30

30

マスター（みつ星）

ふたつ星

ひとつ星

①

② ②

④

④

③

⑤

⑥
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（マスターズ 第１号様式）

一般社団法人全国個人タクシー協会会長 殿

フリガナ フリガナ

(姓） (名）

印

 

次のとおり、ひとつ星認定の申請を行い制度に参加いたします。

【認定条件】 関係条文 （規程第５条から第８条・第２１条）

以下の項目を確認し□の中に✔を記入してください。

受講(説明)日：

□

□

【個人情報の取扱について】

一般社団法人全国個人タクシー協会

★ やさしさと安全･安心を乗せて走ります。 ★

マスターズ制度の新規参加講習を受講しました（制度に必要な説明を受けました。）。

マスターズ宣言を行いました（宣言内容を確認しました。）。

生年月日

【 マスターズ宣言 】 団体確認印

私は、お客様の安全と利便性を確保向上させるた

め、一般社団法人全国個人タクシー協会が導入し

た優良個人タクシー事業者認定制度（マスターズ

制度）に参加して優良個人タクシー事業者の最高

位であるマスターを目指すことをここに宣言いた

します。

※各種資料等を外部に委託する場合は、委託先と個人情報の保護に関する適切な取り決めを行い慎重に取り扱います。

※この書類に記入頂いた個人情報は、本人確認、認定手続き及び統計資料等の作成のために使用いたします。

□

令 和 年 月 日

なお、統計資料等は、個人を特定できる形で作成することはありません。

表示灯の中心部に称号標を貼り付けることが可能な表示灯を装着している、かつ、ひとつ星

認定の称号標の交付を受ける際に、所属団体長に対し、称号標表示が「優良個人タクシー事

業者の称号標適正表示に関する規程」に基づき判定を受ける旨の申出を行える者。

昭 和 年 月 日

令 和 年 月 日

★ ひとつ星認定申請書 ★

所属団体名

申請年月日

申請者氏名

事業者ＩＤ

（兼 マスターズ制度参加申請書）

[1905]
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フリガナ フリガナ

(姓） (名） 印

 

「事業者氏名： 」

「事業者ＩＤ： 」

「所属団体名： 」

「支 部 名： 」

【認定条件】 関係条文（規程第５条から第８条・第２１条）

  以下の項目を確認し□の中に✔印を記入してください。

マスターズ制度の新規参加講習を受講しました（制度に必要な説明を受けました。）。

受講(説明)日：

□

昭和 年 月 日

代務運転の期間が終了した場合は速やかに下記所属団体に対し申し出を行います。

」は、貴協会個人タクシー事

氏」に対する代務運転を行って

私「代務運転者氏名：

代務運転期間に限り貴協会の行うマスターズ制度に参画したいので特段の

なお、マスターズ制度参画にあたっては、当該規程を遵守はもとより所属

団体長（構成団体長を含む）、会員団体長及び管轄支部長の指示に従うもの

申請年月日 令和 年 月 日

所属団体名

生年月日

★ ひとつ星認定申請書（代務運転者用） ★

（兼 マスターズ制度参加申請書）

代務運転を依頼した事業

者の情報（※所属団体の

組合員である事業者の情

報）

□

業者である「事業者氏名：

とします。

おります。

令和 年 月 日

□

一般社団法人全国個人タクシー協会 関東支部長 殿

代 務

運転者

氏 名

ご配慮をお願いします。

電話番号：

一般社団法人全国個人タクシー協会

★ やさしさと安全･安心を乗せて走ります。 ★

【 マスターズ宣言 】

私は、お客様の安全と利便性を確保向上させるため、

一般社団法人全国個人タクシー協会が導入した優良個

人タクシー事業者認定制度（マスターズ制度）に参加

して良質なタクシーサービスを提供することをここに

宣言いたします。

□

団体確認印

表示灯の中心部に称号標を貼り付けることが可能な表示灯を装着している、かつ、ひと

つ星認定の称号標の交付を受ける際に、所属団体長に対し、称号標表示が「優良個人タ

クシー事業者の称号標適正表示に関する規程」に基づき判定を受ける旨の申出を行える

者。

マスターズ宣言を行いました（宣言内容を確認しました。）。

[1905]
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ふたつ星自動認定対象者名簿

令和5年7月21日

会員団体名

令和5年12月1日

協同組合 所属団体名 支部

事業者ID 事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 現称号 ひとつ星認定日 生年月日

21 174800/ / ☆ 令05･01･01/ / 昭55･09･16

22 167540/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭27･09･05

23 112868/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭23･08･15

24 115844/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭24･11･28

25 120734/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭40･03･02

26 166914/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭37･11･09

27 117380/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭26･02･06

28 114014/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭23･06･14

29 172940/ / ☆ 令04･12･01/ / 昭34･11･05

合計 29 名

2Page

［1506］
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（マスターズ 第３号様式）

☆☆☆  マスター認定申請書（新規）  ☆☆☆

一般社団法人 全国個人タクシー協会 マスター認定委員会委員長 殿

申請年月日

所属団体名

事業者ＩＤ

申請者氏名

生 年 月 日

令和  年 月 日

協同組合

支部

１６８７９３

昭和４１年 ２月２３日

【参考事項】 以下のうち、該当する全ての□の中に  印、ＵＤ研修は修了証番号も記入します。

中核リーダー ＵＤ研修修了・修了証番号運行指導員

次のとおり、マスターの新規認定の申請をいたします。

【添付書類】

【認定条件】

１：運転記録証明書(規程第４４条第２項）

２：その他 （指定されている場合）

関係条文 （規程第８条・第９条・第１０条・第４５条）

・以下の項目を確認し、該当する□の中に  印を記入してください。

優良個人タクシー事業者の称号標適正表示に関する規程第７条（判定結果の

作成及び通知）または第８条（みなし判定）において称号標の表示が適正で

あるとの判定を受け、かつ、第９条（称号標適正表示管理簿）に記載がある。

自動認定によるふたつ星の認定期間が１年以上あり、かつ、

ひとつ星認定期間を含め、認定基準の全てに適合しています。

降格によるふたつ星の認定期間が１年以上あり、かつ、

ふたつ星認定期間において、認定基準の全てに適合しています。

・以下の項目を確認し、該当する□の中に  印を記入してください。

スキルアップ研修を受講（修了）しています。

スキルアップ研修を本申請書にかかる認定日

までに受講（修了）します。

□

□

団体確認欄

【個人情報の取扱について】

※この書類にご記入頂いた個人情報は、本人確認、認定手続き及び統計資料等の作成のために使用いたします。

なお、統計資料等は、個人を特定できる形で作成することはありません。

※各種資料等を外部に委託する場合は、委託先と個人情報の保護に関する適切な取り決めを行い慎重に取り扱います。

★ やさしさと安全・安心を乗せて走ります。 ★

75-00627-3 一般社団法人全国個人タクシー協会 1

[1606]
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区分

申請者

確認欄

【基本事項】 １. 適・否

２.

(1) 適・否

(2) 適・否

(3) 適・否

(4) 適・否

(5) 適・否

(6) 適・否

３. 適・否

４.

適・否

【安全運転】 １.

・ 自動認定でふたつ星になった者 → ひとつ星認定日以降

・ 降格してふたつ星になった者 → ふたつ星認定日以降

２.

３. 適・否

４.

適・否

５. 適・否

【良質なタクシー １.

・サービス】

(1) 適・否

(2) 適・否

２. 適・否

３. 適・否

４. 適・否

【多様なニーズへ

の対応】

１. 適・否

原点回帰及び技

能の習得・取得

の確認

２.

適・否

【称号標（ｽﾃｯｶｰ）

適正表示】

１.

適・否

良質なタクシー

サービス提供に

関する確認

乗降の際の挨拶や忘れ物をさせないように細心の注意をはらっている。

タクシーセンターの指導事案、苦情事案、適正運営推進制度違反等で団体へ

通報がないこと。

過失割合30％超の事故を起こしていないこと。

都個協、東個協、都営協等の賞罰審査会等で指導又は処分を受けていないこ

と。

自動車事故対策機構等の適性診断を規定どおり受診している。

個人タクシーらしい接客マナーを向上させ日常営業に役立てている。

優良個人タクシ一事業者の称号標適正表示に関する規程第７条（判定結果の通

知）または第８条（みなし判定）において称号標の表示が適正であるとの判定を

受け、かつ、第９条（称号標適正表示管理簿）に記載がある。

個人タクシーとして、一般ドライバーの模範となるような運転操作をしている。

道路運送法等の関係法規や所属団体の規約等を遵守している。

組織・団体の一員として、相互扶助の精神に基づき活動している。

マスターズ制度の経緯・目的及び仕組みを正しく理解するとともに、本制度関係

規程、規則を遵守している。

運転記録証明書（無事故・無違反）が、昇格・更新条件を満たしている。

街頭指導（都個協、東個協、都営協、交通共済）等で指導された際に指導不

服従がないこと。

行政通達等の違反がないこと。

交通事故（無事故）の取り扱いにおいて、昇格・更新条件を満たしている。

多様なニーズに対応するために必要な技能の修得と向上に努め、日常営業に役立

てている。

≪マスター新規申請用≫

接客にあたり、お客様の立場に立って考え、満足してもらえる対応をしている。

6月1日以降に発行されたものとし、次の期間に違反がないこと。

快適な輸送に努めるため、車内を清潔に保ち服装等に常に注意をはらっている。

環境対策や防犯対策にも配慮した事業運営を行っている。

所属団体及び交通共済における定款・規約・規程・内規等及び理事会・総会

等の決議事項に抵触していないこと。

所属団体において、賦課金等を滞納していないこと。

所属団体・交通共済等の講習会に欠席していないこと。

（やむを得ない理由がある場合を除く。）

車両の点検整備等を励行して、整備不良による交通事故の防止に積極的に取り組

んでいる。

健康管理に常に留意するとともに、規定に基づく健康診断を受診している。

適・否

道路運送法等の違反により処分（勧告以上）を受けていないこと。

認定基準

制度参加事業者

に必要な基本的

事項を確認

安全運転の確保

及び維持につい

て確認

適・否

[1606]
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マスター認定申請者名簿

令和5年7月21日

会員団体名 協同組合 所属団体名 支部

事業者ID
事業者名
ﾌﾘｶﾞﾅ

ひとつ星認定日 マスター
ひとつ星

降格

死亡

廃業等
生年月日

21 120449/ / / /令03･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭26･01･08

22 120620/ / / /令03･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭44･08･14

23 174266/ / / /令04･04･01 【  】 【  】 【  】 / 昭41･11･19

24 174042/ / / /令04･02･01 【  】 【  】 【  】 / 昭43･07･04

合計 24 名 合計記入 【  】 【  】 【  】

マスター ひとつ星 死廃等

6Page

［1207］

【確認期間：ひとつ星認定日以降】
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マスター認定申請者名簿（再申請者）

令和5年7月21日

会員団体名 協同組合 所属団体名 支部

事業者ID
事業者名
ﾌﾘｶﾞﾅ

ふたつ星認定 マスター
ひとつ星

降格

死亡

廃業等
生年月日

1 119283/ / / /令04･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭30･08･12

2 120706/ / / /令04･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭49･03･12

3 167651/ / / /令04･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭36･05･27

4 171071/ / / /令04･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭45･05･01

5 119261/ / / /令04･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭22･11･08

6 167007/ / / /令04･12･01 【  】 【  】 【  】 / 昭44･10･12

合計 6 名 合計記入 【  】 【  】 【  】

マスター ひとつ星 死廃等

37Page
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【確認期間：ふたつ星認定日以降】
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□の中に  印を必ず記入してください。

（マスターズ 第４号様式）

★★★  マスター認定申請書（更新）  ★★★

一般社団法人 全国個人タクシー協会 マスター認定委員会委員長 殿

申請年月日

所属団体名

事業者ＩＤ

申請者氏名

生 年 月 日

令和  年 月 日

協同組合

支部

１１２７１１

昭和３０年 ４月 １日

【参考事項】 以下のうち、該当する全ての□の中に  印、ＵＤ研修は修了証番号も記入します。

中核リーダー ＵＤ研修修了・修了証番号運行指導員

次のとおり、マスターの新規認定の申請をいたします。

【添付書類】

【認定条件】

１：運転記録証明書(規程第５０条第２項）

２：その他 （指定されている場合）

関係条文 （規程第８条・第９条・第１０条・第５１条）

・以下の項目を確認し、□の中に  印を記入してください。

優良個人タクシー事業者の称号標適正表示に関する規程第７条（判定結果の

作成及び通知）または第８条（みなし判定）において称号標の表示が適正で

あるとの判定を受け、かつ、第９条（称号標適正表示管理簿）に記載がある。

マスターの認定期間が１年以上あり、かつ、

そのマスター認定期間において、認定基準の全てに適合しています。

規定を適用する（認定規則第９条第２号）

・以下の項目を確認し、該当する□の中に  印を記入してください。

スキルアップ研修を受講（修了）しています。

スキルアップ研修を本申請書にかかる認定日

までに受講（修了）します。

□

□

団体確認欄

【個人情報の取扱について】

※この書類にご記入頂いた個人情報は、本人確認、認定手続き及び統計資料等の作成のために使用いたします。

なお、統計資料等は、個人を特定できる形で作成することはありません。

※各種資料等を外部に委託する場合は、委託先と個人情報の保護に関する適切な取り決めを行い慎重に取り扱います。

★ やさしさと安全・安心を乗せて走ります。 ★

93-05910-1 一般社団法人全国個人タクシー協会 11

[1606]
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区分

申請者

確認欄

【基本事項】 １. 適・否

２.

(1) 適・否

(2) 適・否

(3) 適・否

(4) 適・否

(5) 適・否

(6) 適・否

３. 適・否

４.

適・否

【安全運転】 １.

２.

３. 適・否

４.

適・否

５. 適・否

【良質なタクシー １.

・サービス】

２. 適・否

３. 適・否

４. 適・否

【特定要件】 １. 適・否

即時、届出、降格 ２. 適・否

３. 適・否

４. 適・否

５. 適・否

６. 適・否

【多様なニーズへ

の対応】

１. 適・否

原点回帰及び技

能の習得・取得

の確認

２.

適・否

【称号標（ｽﾃｯｶｰ）

適正表示】

１.

適・否

優良個人タクシ一事業者の称号標適正表示に関する規程第７条（判定結果の通

知）または第８条（みなし判定）において称号標の表示が適正であるとの判定を

受け、かつ、第９条（称号標適正表示管理簿）に記載がある。

30日以内

→ふたつ星

30日超

→ひとつ星

重大事故(自動車事故報告規則第2条に定義された事故)がないこと。

都個協、東個協、都営協等の賞罰審査会等で処分を受けていないこと。

タクシーセンターの指導事案、苦情事案、適正運営推進制度違反等で団体へ通報

がないこと。

刑事事件の被告になっていないこと。

個人タクシーらしい接客マナーを向上させ日常営業に役立てている。

多様なニーズに対応するために必要な技能の修得と向上に努め、日常営業に役立

てている。

道路交通法による違反点数累積９点以上の違反がないこと。

自動車事故対策機構等の適性診断を規定どおり受診している。

車両の点検整備等を励行して、整備不良による交通事故の防止に積極的に取り組

んでいる。

健康管理に常に留意するとともに、規定に基づく健康診断を受診している。

接客にあたり、お客様の立場に立って考え、満足してもらえる対応をしている。

道路運送法等の違反による行政処分(車両停止以上)がないこと。

都個協、東個協、都営協等の賞罰審査会等で指導を受けていないこと。

乗降の際の挨拶や忘れ物をさせないように細心の注意をはらっている。

快適な輸送に努めるため、車内を清潔に保ち服装等に常に注意をはらっている。

運転記録証明書（無事故・無違反）が、昇格・更新条件を満たしている。

適・否

認定期間内に１回１点を超える違反がないこと。

（6月1日以降に発行されたものとし、前年の6月1日以降を確認してください。）

環境対策や防犯対策にも配慮した事業運営を行っている。

安全運転の確保

及び維持につい

て確認

交通事故（無事故）の取り扱いにおいて、昇格・更新条件を満たしている。

適・否

過失割合30％超の事故を起こしていないこと。

良質なタクシー

サービス提供に

関する確認

適・否

制度参加事業者

に必要な基本的

事項を確認

所属団体及び交通共済における定款・規約・規程・内規等及び理事会・総会

等の決議事項に抵触していないこと。

所属団体において、賦課金等を滞納していないこと。

≪マスター更新申請用≫

所属団体・交通共済等の講習会に欠席していないこと。

（やむを得ない理由がある場合を除く。）

マスターズ制度の経緯・目的及び仕組みを正しく理解するとともに、本制度関係

規程、規則を遵守している。

組織・団体の一員として、相互扶助の精神に基づき活動している。

認定基準

個人タクシーとして、一般ドライバーの模範となるような運転操作をしている。

道路運送法等の関係法規や所属団体の規約等を遵守している。

街頭指導（都個協、東個協、都営協、交通共済）等で指導された際に指導不

服従がないこと。

行政通達等の違反がないこと。

道路運送法等の違反により処分（勧告以上）を受けていないこと。

[1606]
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マスター更新申請者名簿

令和5年7月21日

会員団体名 協同組合 所属団体名 支部

事業者ID
事業者名
ﾌﾘｶﾞﾅ

更新回数 更新
ひとつ星

降格

死亡

廃業等

ふたつ星

降格
生年月日

141 111502/ / / /1 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭21･03･07

142 118512/ / / /1 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭47･01･08

143 117037/ / /2 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭25･10･26

144 116331/ / / /2 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭24･05･14

145 167782/ / / /6 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭42･12･27

146 169287/ / / /2 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭36･08･23

147 166373/ / /1 【  】 【  】 【  】【  】 / 昭45･06･09

合計 147 名 合計記入 【  】 【  】 【  】

更新 ひとつ星 死廃等ふたつ星

【  】

16Page

［1207］

【確認期間：令和４年６月１日以降】
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（                  更新用）令和5年12月1日

※１　対象者（名簿掲出者）の数と申請者等の合計数が一致すること。

マスターズ制度一括申請一覧表（団体用）

団体ｺｰﾄﾞ 団体名

協同組合

支部

申請者

現称号 申請区分

対象者

(名簿掲載者)

ひとつ星降格

（届出書）

ふたつ星降格

（届出書）

今回提出 提出済 今回提出 提出済

マスター
マスター

更新

死亡

廃業

譲渡

移籍

ひとつ星

ふたつ星

マスター

合　計

マスター申請

マスター申請
（再申請）

マスター
更新申請

21

40

147

208

※２　マスター申請とは、ひとつ星からふたつ星に昇格し、今般マスター申請する者。

※３　マスター申請（再申請）とは、マスターからふたつ星に降格し、今般マスターを再申請する者。
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（マスターズ 第２号様式）

一般社団法人全国個人タクシー協会会長 殿

フリガナ フリガナ

(姓） (名）

印

以下のとおり、届出いたします。

【届出の種別】 ※該当する欄に○印を付けてください。

１ ７

２ ８

３ (特) ※ステッカー未貼付に関わるもの

４

５

６ (特)

（特）とは、特定要件に該当した場合。

【届出の事由】

《抵触する認定基準の項目》 《特定要件》 該当する欄に○印を付けてください。

１

２

【基本事項】 １・２・３・４ ３

【安全運転】 １・２・３・４・５ ４

【サービス】 １・２・３・４ ５

【多様なニーズへの対応】 １・２ ６

【称号標（ｽﾃｯｶｰ）適正表示】 1

《降格等要件（第12条第2項）》該当する場合は「○」を付してください。

【第１２条第２項 不正入構者】

【個人情報の取扱について】

を行い慎重に取り扱います。

※各種資料等を外部に委託する場合は、委託先と個人情報の保護に関する適切な取り決め

※この書類に記入頂いた個人情報は、本人確認、認定手続き及び統計資料等の作成のために

所属又は関係する団体での処分

一般社団法人全国個人タクシー協会

タクシーセンターから団体への通報

道路運送法等の違反による行政処分(車両停止以上)

道路交通法の違反（累積９点以上）

重大事故（自動車事故報告規則第2条に定義された事故）

使用します。なお、統計資料等は、個人を特定できる形で作成することはありません。

★ やさしさと安全･安心を乗せて走ります。 ★

☆ マスターズ届出書 ☆

所属団体名

届出年月日

届出者氏名

事業者ＩＤ

年 月 日

（規程第２５条第２号）

団体確認印

■認定基準チェック表により

該当する番号に○印を付けてください。

刑事事件の被告

（規程第２５条第１号）

★★★

⇒

★

⇒

令 和 年 月 日

⇒

★

★★★★★

★

★

★

（規程第２５条第３号）

（規程第２５条第４号）

（規程第３７条第１号）

昭 和 年 月 日

⇒

⇒

（留意事項）不正入構を行った者のひとつ星である期間について、第12条第2項第2号の

認定日以降最初に到来する１２月１日から２年を経過する日までの間とする。

該当

（規程第３７条第２号）

届出事由発生日

生年月日

未認定

未認定

★★

★★ ⇒

★★★・★★・★

★★★

ひとつ星未認定

★

⇒

⇒

[1905]
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称号標適正表示管理簿（エクセル版） 記入要領 

 
平成 27 年 6 月 29 日 

一般社団法人東京都個人タクシー協会 

 
マスターズ制度の称号標（マスター称号及び制度参加章ステッカー）を表示灯に適正に表

示すること及び維持管理を行うこと等を目的に、新たに「称号標適正表示管理簿」が導入さ

れました。 

今後、称号標の張り替えの際には担当役職員が適正に表示したことを確認し、「称号標適正

表示管理簿」に記録することとなります。 

つきましては、平成 27 年 6 月 1 日現在のマスターズ制度参加者の情報を登録済の「称号

標適正表示管理簿」（エクセル版）を別添（USB メモリー内にファイル保存）のとおりマク

ロを使用して作成いたしましたので、下記を参考に有効活用いただきますようお願い申し上

げます。 

記 
 

Ⅰ．配付時のエクセルファイルの内容  

１．ワークシート  

４種類のワークシートで構成されています。 

① 検索画面（ワークシート名：検索） 

・マスターズ制度参加者を一覧表示しています。 

・各制度参加者の 新の状況を表示しています。 

・フィルター機能により、並べ替え、抽出等ができます。 

・一覧表を印刷することができます。 

・新規の制度参加者を登録することができます。 

・検索画面で入力は行わず、「事業者名」をクリックして個人画面に移動し

て入力を行います。 

② 個人画面（ワークシート名：Template） 

・新規の制度参加者を登録する際にマクロで使用するテンプレートですので、

使用しないでください。 

③ 確認者マスター登録画面（ワークシート名：Master） 

・称号標の適正表示を確認する担当役職員名を登録する画面です。 

・検索画面の「確認者マスター登録」ボタンをクリックして移動し、入力を

行います。 

④ 個人画面（ワークシート名：各事業者ID番号） 

・各制度参加者の確認記録等を入力する画面です。 

・制度参加者の人数分のワークシートがあります。 

・新規の制度参加者を登録すると、新たなワークシートが自動で作成されま

す。  
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２．登録済内容（配付時） 

① 検索画面（ワークシート名：検索） 

・配付時の初期状態として、平成27年6月1日現在における制度参加者の下記

内容を登録してあります。 

ア 団体コード 

イ 団体名 

ウ 事業者名 

エ フリガナ 

オ 事業者ＩＤ 

カ 許可番号 

キ 現在の称号種別 

② 個人画面（ワークシート名：各事業者ID番号） 

・配付時の初期状態として、平成27年6月1日現在における制度参加者の下記

内容を登録してあります。 

ア 団体名 

イ 事業者名 

ウ フリガナ 

エ 事業者ＩＤ 

オ 許可番号 

カ 現在の称号種別 

 

Ⅱ．個人画面への移動方法  

１．検索画面から個人画面への移動 

検索画面で、次のいずれかの方法により移動先の事業者名を検索し、当該「事業

者名」（下線付き）をクリックすることにより個人画面に移動します。 

① 各項目名のフィルター（▼）をクリックし、「検索」欄に検索したい情報を入力

のうえ「ＯＫ」ボタンをクリックして抽出し、移動先の事業者名を表示させる。 

② 各項目名のフィルター（▼）をクリックし、テキストフィルターから検索したい

情報を入力のうえ「ＯＫ」ボタンをクリックして抽出し、移動先の事業者名を表

示させる。 

③ 各項目名のフィルター（▼）をクリックし、「昇順」「降順」をクリックして並

べ替えし、移動先の事業者名を表示させる。 

④ 検索窓（事業者名、ﾌﾘｶﾞﾅ、事業者ID、許可番号）に検索したい事業者の情報を

入力し、「検索」ボタンをクリックして抽出し、移動先の事業者名を表示させる。 
 

２．個人画面から検索画面への移動 

① 個人画面で、「検索画面に戻る」ボタンをクリックすることにより検索画面に移

動します。 

② 前項①または③により抽出していた場合には、抽出された状態に戻りますので、

「クリア」ボタンをクリックして初期状態（全員表示）に戻してください。

－24－



Ⅲ．個人画面での入力方法  

１．称号標張り替え等確認時 

昇格、降格、車両代替、未認定届出、称号標の破損、汚濁により称号標の張り替

え等があった際には、担当役職員が称号標の適正表示を確認のうえ、記録します。 

① 日付項目 

・「12/1」のように入力してください。表示形式が日付と認識され「H27.12.01」

と変換されます。表示形式が文字列だと検索画面に反映されません。 

② 記入年月日 

・入力した当日の日付を入力してください。 

③ 確認した称号種別 

・張り替え等を確認した新しい称号標の種別をリストから選択してください。 

④ 分類別理由 

・張り替え等をした理由をリストから選択してください。 

⑤ 確認年月日 

・「提出画面による確認」「目視による確認」のいずれかの確認年月日欄に

確認した日付を入力してください。 

⑥ 確認者氏名 

・「提出画面による確認」「目視による確認」のいずれかの確認者氏名欄に

確認した方の氏名を選択して入力してください。 

・事前に、検索画面の「確認者マスター登録」ボタンをクリックし、確認者

マスター登録画面から確認者氏名を登録しておいてください。10名まで登

録が可能です。 

⑦ 提出されたマスター申請書分類 

・張り替え等をした理由に該当する申請書分類をリストから選択してくださ

い。 

・車両代替、破損、汚濁の場合には申請書を伴いませんので「― ―」を選択

してください。 

【入力例】 

発生事項 
記入 

年月日 

確認した

称号種別
分類別理由

確認年月日 

確認者氏名 

提出された 

マスター申請書分類

マスター申請 H27.12.01 ☆☆☆ 昇格 日付・確認者名 マスター新規申請 

降格 H27.12.01 ☆ 降格 日付・確認者名 マスターズ届出書 

車両代替 H27.08.08 ☆☆☆ 車両代替 日付・確認者名 ― ― 

破損 H27.09.22 ☆☆☆ 破損 日付・確認者名 ― ― 

汚濁 H27.10.07 ☆☆☆ 汚濁 日付・確認者名 ― ― 

ひとつ星未認定 H27.11.01 
ひとつ星

未認定 
未認定届出 日付・確認者名 マスターズ届出書 
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２．マスターズ制度退出時 

マスターズ制度から退出した際には、前項により称号標の返納確認状況を入力す

るとともに、上段の退出日を入力し、退出理由をリストから選択してください。 

 

【入力例】 

発生事項 退出日 退出理由 

死亡 H27.08.02 死亡 

廃止 H27.08.15 廃止 

譲渡 H27.08.20 譲渡 

退会 H28.03.31 退会 

自動退出 H31.12.01 自動退出 

 

発生事項 
記入 

年月日 

確認した

称号種別
分類別理由

確認年月日 

確認者氏名 

提出された 

マスター申請書分類

死亡 H27.08.25 ☆☆☆ 退出 日付・確認者名 ― ― 

廃止 H27.08.31 ☆☆☆ 退出 日付・確認者名 ― ― 

譲渡 H27.08.31 ☆☆☆ 退出 日付・確認者名 ― ― 

退会 H28.04.10 ☆☆☆ 退出 日付・確認者名 ― ― 

自動退出 H31.12.01 ☆☆☆ 退出  ― ― 

 

３．プラスαの入力（称号標の張り替えを伴わない情報入力） 

称号標の張り替えを伴わない情報については、規程上では入力を求められており

ませんが、各制度参加者の 新情報を入力しておくことで、マスターズ制度への参

加状況等のリアルタイムな状況把握が可能となります。例えば、ふたつ星自動認定

の際には称号標の張り替えが生じませんが、称号が昇格していますのでその旨を入

力することで、称号ごとの人数把握が可能となります。 

 

【入力例】 

発生事項 
記入 

年月日 

確認した

称号種別
分類別理由

確認年月日

確認者氏名

提出された 

マスター申請書分類

ふたつ星 

自動認定 
H27.12.01 ☆☆ 昇格  ふたつ星自動認定 

マスター更新 H27.12.01 ☆☆☆ 更新  マスター更新申請 

ふたつ星 

↓ 

ひとつ星 

H27.12.01 ☆ 降格  マスターズ届出書 
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Ⅳ．制度参加者の登録方法  

１．検索画面からの登録 

検索窓に、事業者名、ﾌﾘｶﾞﾅ、事業者 ID、許可番号を入力し、「新規作成」ボタン

をクリックしてください。 

 

２．個人画面での入力 

個人画面が表示されますので、各項目を入力してください。 

 

【入力例】 

発生事項 
記入 

年月日 

確認した

称号種別
分類別理由

確認年月日 

確認者氏名 

提出された 

マスター申請書分類

制度参加 H27.10.05 ☆ 制度参加 日付・確認者名 ひとつ星申請 

 

 

Ⅴ．検索画面の活用方法  

① 表示人数 

・一覧表の左上に、現在表示されている人数が表示されます。 

・抽出を行った際には、抽出された人数が表示されます。 

② 抽出 

・各項目名のフィルター（▼）をクリックし、「検索」欄に検索したい情報

を入力のうえ「ＯＫ」ボタンをクリックして抽出することができます。 

・各項目名のフィルター（▼）をクリックし、☑（チェックボックス）の✓

を表示させたい項目のみにして（☑をクリックすることで反転します。）

「ＯＫ」ボタンをクリックすると、☑の付いた項目のみに抽出することが

できます。 

・退出理由欄のフィルター（▼）をクリックし、☑の✓を「（空白セル）」

のみにすると、現在の制度参加者のみが抽出されます。 

・検索窓（事業者名、ﾌﾘｶﾞﾅ、事業者ID、許可番号）に抽出したい事業者の情

報を入力し、「検索」ボタンをクリックして抽出することができます。 

・抽出状態を解除する場合には、「クリア」ボタンをクリックします。 

③ 並べ替え 

・各項目名のフィルター（▼）をクリックし、「昇順」「降順」をクリック

して並べ替えすることができます。 

・画面上部のリボンから、ホーム → 並べ替えとフィルター → ユーザー設

定の並べ替えを使用し、複数条件で並べ替えすることができます。 

④ 印刷 

・表示されている一覧表を印刷することができます。 
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称号標適正表示管理簿（名簿）  　　　　　　2015/6/25 12:27

団体コード

999 　　　　　(新規登録する際には、事業者名・ﾌﾘｶﾞﾅ・事業者ID・許可番号を入力し「新規作成」ボタンをクリックしてください。※事業者IDは必須入力項目です。)

事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事業者ＩＤ 許可番号 　　　　　(事業者名・ﾌﾘｶﾞﾅ・事業者ID・許可番号のいづれか（複数可）を入力し「検索」ボタンをクリックすると該当する事業者が表示されます。)

　　　　　(検索状態をクリアして初期状態に戻る際には「クリア」ボタンをクリックしてください。)

入力は、個人画面から行って下さい。（事業者名をクリックすると個人画面に移動します。）
34人

事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事業者ＩＤ 許可番号 退出日 退出理由 記入日
確認した
称号種別

分類別理由 画像確認日 画像確認者 目視確認日 目視確認者 申請書分類 その他内容

青木　正夫 ｱｵｷ ﾏｻｵ 123456 64-00123 ☆☆☆

青柳　太郎 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾛｳ 123458 66-00125 ☆☆

青柳　幸雄 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷｵ 123457 65-00124 ☆

秋田　清司 ｱｷﾀ ｾｲｼﾞ 123460 68-00127 ☆☆☆

阿久津　寅雄 ｱｸﾂ ﾄﾗｵ 123461 69-00128 ☆☆

朝倉　要 ｱｻｸﾗ ｶﾅﾒ 123464 72-00131 ☆☆☆

浅野　博之 ｱｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 123465 73-00132 ☆☆☆

東　一郎 ｱｽﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 123466 74-00133 ☆

安部　美恵子 ｱﾍﾞ ﾐｴｺ 123467 75-00134 ☆☆

雨宮　六郎 ｱﾏﾐﾔ ﾛｸﾛｳ 123469 77-00136 ☆☆

新井　清 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 123470 78-00137 ☆☆

荒木　雅夫 ｱﾗｷ ﾏｻｵ 123471 79-00138 ☆

安藤　幸太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 123474 82-00141 ☆☆☆

安藤　隆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 123473 81-00140 ☆

安保　美紀 ｱﾝﾎﾟ ﾐｷ 123475 83-00142 ☆☆☆

飯田　二郎 ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 123476 84-00143 ☆☆☆

飯田　孝道 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 123477 85-00144 ☆☆

飯田　剛 ｲｲﾀﾞ ﾂﾖｼ 123486 94-00153 ☆☆☆

池田　三男 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｵ 123479 87-00146 ☆☆☆

石井　正 ｲｼｲ ﾀﾀﾞｼ 123481 89-00148 ☆☆☆

石原　幸司 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 123483 91-00150 ☆☆

伊集院　淳史 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｱﾂｼ 123484 92-00151 ☆☆☆

井上　政雄 ｲｾ ﾏｻｵ 123485 93-00152 ☆☆☆

市川　太郎 ｲﾁｶﾜ ﾀﾛｳ 123487 95-00154 ☆☆

伊藤　彰 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 123488 96-00155 ☆☆

団体名

○○○支部

称号標適正表示管理簿（検索画面）

検索

新規作成

クリア 確認者マスター登録

1/2

－
2
8
－

nakadai
長方形

nakadai
長方形

nakadai
長方形

nakadai
タイプライターテキスト
① 検索画面（初期状態）

nakadai
タイプライターテキスト

nakadai
タイプライターテキスト

nakadai
タイプライターテキスト

nakadai
タイプライターテキスト

nakadai
タイプライターテキスト



称号種別名称 分類別理由名称 申請書分類名称 退出理由 確認者氏名
☆ 制度参加 ひとつ星申請 死亡 全個協判定
☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定 廃止 東京　花子
☆☆☆ 更新 マスター新規申請 譲渡 豊島　美由紀
ひとつ星未認定 降格 マスター更新申請 退会 担当者氏名３
退出 車両代替 マスターズ届出書 強制退出 担当者氏名４

破損 －－ 自動退出 担当者氏名５
汚濁 担当者氏名６
未認定届出 担当者氏名７
退出 担当者氏名８
－－ 担当者氏名９
その他 担当者氏名１０

検索に戻る

－
2
9
－

nakadai
タイプライターテキスト
確認者マスター登録画面

nakadai
タイプライターテキスト
② 確認者マスター登録画面

nakadai
引き出し線
担当役職員名を登録してください。
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（参考条文：第９条関係）

退出理由

確認年月日 確認者氏名 確認年月日 確認者氏名

☆☆☆

目視による確認 提出された
マスター申請書分類

分類別理由
（その他）の内容

事業者ＩＤ番号 123456

許可番号 64-00123

退出日

記入年月日
確認した
称号種別

分類別理由
提出画像による確認

個人タクシー事業者（フリガナ） ｱｵｷ ﾏｻｵ

称号標適正表示管理簿（個人画面）

所属団体名 ○○○支部

個人タクシー事業者（氏名） 青木　正夫

1/3

－
3
0
－

nakadai
長方形

nakadai
長方形

nakadai
タイプライターテキスト
③ 個人画面（初期状態）

nakadai
タイプライターテキスト



称号標適正表示管理簿（名簿）  　　　　　　2015/6/25 21:04

団体コード

999 　　　　　(新規登録する際には、事業者名・ﾌﾘｶﾞﾅ・事業者ID・許可番号を入力し「新規作成」ボタンをクリックしてください。※事業者IDは必須入力項目です。)

事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事業者ＩＤ 許可番号 　　　　　(事業者名・ﾌﾘｶﾞﾅ・事業者ID・許可番号のいづれか（複数可）を入力し「検索」ボタンをクリックすると該当する事業者が表示されます。)

　　　　　(検索状態をクリアして初期状態に戻る際には「クリア」ボタンをクリックしてください。)

入力は、個人画面から行って下さい。（事業者名をクリックすると個人画面に移動します。）
35人

事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事業者ＩＤ 許可番号 退出日 退出理由 記入日
確認した
称号種別

分類別理由 画像確認日 画像確認者 目視確認日 目視確認者 申請書分類 その他内容

青木　正夫 ｱｵｷ ﾏｻｵ 123456 64-00123 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

青柳　幸雄 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷｵ 123457 65-00124 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

青柳　太郎 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾛｳ 123458 66-00125 H27.11.15 死亡 H27.11.25 ☆☆☆ 退出 H27.11.25 東京　花子 －－

佐藤　保 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ 123459 67-00126 H27.08.03 ☆ 制度参加 H27.08.02 豊島　美由紀 ひとつ星申請

秋田　清司 ｱｷﾀ ｾｲｼﾞ 123460 68-00127 H27.12.02 ☆☆☆ 昇格 H27.12.02 豊島　美由紀 マスター新規申請

阿久津　寅雄 ｱｸﾂ ﾄﾗｵ 123461 69-00128 H27.12.25 ☆☆ 車両代替 H27.12.25 東京　花子 －－

木村　三郎 ｷﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 123462 70-00129 H27.09.30 廃止 H27.10.05 ☆☆☆ 退出 H27.10.05 東京　花子 －－

北野　明 ｷﾀﾉ ｱｷﾗ 123463 71-00130 H27.07.20 ☆ －－ H27.07.20 全個協判定 －－ －－

朝倉　要 ｱｻｸﾗ ｶﾅﾒ 123464 72-00131 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

浅野　博之 ｱｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 123465 73-00132 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

東　一郎 ｱｽﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 123466 74-00133 ☆

安部　美恵子 ｱﾍﾞ ﾐｴｺ 123467 75-00134 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

近藤　毅 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｹｼ 123468 76-00135 H27.12.03 ☆☆☆ 昇格 H27.12.03 豊島　美由紀 マスター新規申請

雨宮　六郎 ｱﾏﾐﾔ ﾛｸﾛｳ 123469 77-00136 H27.12.03 ☆☆ 降格 H27.12.03 東京　花子 マスターズ届出書

新井　清 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 123470 78-00137 H27.10.04 ☆☆ 破損 H27.10.04 豊島　美由紀 －－

荒木　雅夫 ｱﾗｷ ﾏｻｵ 123471 79-00138 ☆

久保田　貞夫 ｸﾎﾞﾀ ｻﾀﾞｵ 123472 80-00139 H27.12.05 ☆☆ 降格 H27.12.05 豊島　美由紀 マスターズ届出書

安藤　隆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 123473 81-00140 H27.10.04 ☆ 降格 H27.10.04 豊島　美由紀 マスターズ届出書

安藤　幸太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 123474 82-00141 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

安保　美紀 ｱﾝﾎﾟ ﾐｷ 123475 83-00142 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

飯田　二郎 ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 123476 84-00143 H27.08.01 ☆ 制度参加 H27.08.01 豊島　美由紀 ひとつ星申請

飯田　孝道 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 123477 85-00144 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

黒田　佐紀 ｸﾛﾀﾞ ｻｷ 123478 86-00145 ☆☆

池田　三男 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｵ 123479 87-00146 H27.12.05 ☆☆☆ 昇格 H27.12.05 豊島　美由紀 マスター新規申請

室井　静雄 ﾑﾛｲ ｼｽﾞｵ 123480 88-00147 H27.11.01 ひとつ星未認定 未認定届出 H27.11.01 東京　花子 マスターズ届出書

団体名

○○○支部

称号標適正表示管理簿（検索画面）

検索

新規作成

クリア 確認者マスター登録

1/1

－
3
1
－

nakadai
引き出し線
ちょうちんの旧型表示灯から新型表示灯に変更した際の記入例

nakadai
引き出し線
表示人数

nakadai
タイプライターテキスト
④ 検索画面（入力例）

nakadai
長方形

nakadai
長方形

nakadai
長方形

nakadai
引き出し線
検索窓



2015/6/25　13:04

（参考条文：第９条関係）

H31.08.20 退出理由 死亡

確認年月日 確認者氏名 確認年月日 確認者氏名

H27.06.01 ☆ 制度参加 H27.06.01 東京　花子 ひとつ星申請

H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

H28.12.02 ☆☆☆ 昇格 H28.12.01 豊島　美由紀 マスター新規申請

H29.03.20 ☆☆☆ 破損 H29.03.20 豊島　美由紀 －－

H29.08.05 ☆☆☆ 車両代替 H29.08.04 豊島　美由紀 －－

H29.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

H30.04.02 ☆☆☆ 汚濁 H30.04.02 東京　花子 －－

H30.12.02 ☆☆ 降格 H30.12.01 豊島　美由紀 マスターズ届出書

H31.04.20 ひとつ星未認定 未認定届出 H31.04.20 東京　花子 マスターズ届出書

目視による確認 提出された
マスター申請書分類

分類別理由
（その他）の内容

事業者ＩＤ番号 123458

許可番号 66-00125

退出日

記入年月日
確認した
称号種別

分類別理由
提出画像による確認

個人タクシー事業者（フリガナ） ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾛｳ

称号標適正表示管理簿（個人画面）

所属団体名 ○○○支部

個人タクシー事業者（氏名） 青柳　太郎

1/3

－
3
2
－

nakadai
長方形

nakadai
長方形

nakadai
タイプライターテキスト
⑤ 個人画面（入力例）

nakadai
タイプライターテキスト

nakadai
長方形

nakadai
長方形



称号標適正表示管理簿（名簿）  　　　　　　2015/6/25 21:38
35人

事業者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 事業者ＩＤ 許可番号 退出日 退出理由 記入日
確認した
称号種別

分類別理由 画像確認日 画像確認者 目視確認日 目視確認者 申請書分類 その他内容

青木　正夫 ｱｵｷ ﾏｻｵ 123456 64-00123 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

青柳　幸雄 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷｵ 123457 65-00124 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

青柳　太郎 ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾛｳ 123458 66-00125 H27.11.15 死亡 H27.11.25 ☆☆☆ 退出 H27.11.25 東京　花子 －－

佐藤　保 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ 123459 67-00126 H27.08.03 ☆ 制度参加 H27.08.02 豊島　美由紀 ひとつ星申請

秋田　清司 ｱｷﾀ ｾｲｼﾞ 123460 68-00127 H27.12.02 ☆☆☆ 昇格 H27.12.02 豊島　美由紀 マスター新規申請

阿久津　寅雄 ｱｸﾂ ﾄﾗｵ 123461 69-00128 H27.12.25 ☆☆ 車両代替 H27.12.25 東京　花子 －－

木村　三郎 ｷﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 123462 70-00129 H27.09.30 廃止 H27.10.05 ☆☆☆ 退出 H27.10.05 東京　花子 －－

北野　明 ｷﾀﾉ ｱｷﾗ 123463 71-00130 H27.07.20 ☆ －－ H27.07.20 全個協判定 －－ －－

朝倉　要 ｱｻｸﾗ ｶﾅﾒ 123464 72-00131 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

浅野　博之 ｱｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 123465 73-00132 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

東　一郎 ｱｽﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 123466 74-00133 H27.09.04 ☆ 破損 H27.09.04 豊島　美由紀 －－

安部　美恵子 ｱﾍﾞ ﾐｴｺ 123467 75-00134 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

近藤　毅 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｹｼ 123468 76-00135 H27.12.03 ☆☆☆ 昇格 H27.12.03 豊島　美由紀 マスター新規申請

雨宮　六郎 ｱﾏﾐﾔ ﾛｸﾛｳ 123469 77-00136 H27.12.03 ☆☆ 降格 H27.12.03 東京　花子 マスターズ届出書

新井　清 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 123470 78-00137 H27.10.04 ☆☆ 破損 H27.10.04 豊島　美由紀 －－

荒木　雅夫 ｱﾗｷ ﾏｻｵ 123471 79-00138 H27.11.01 ☆ 制度参加 H27.11.01 東京　花子 ひとつ星申請

久保田　貞夫 ｸﾎﾞﾀ ｻﾀﾞｵ 123472 80-00139 H27.12.05 ☆☆ 降格 H27.12.05 豊島　美由紀 マスターズ届出書

安藤　隆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 123473 81-00140 H27.10.04 ☆ 降格 H27.10.04 豊島　美由紀 マスターズ届出書

安藤　幸太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 123474 82-00141 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

安保　美紀 ｱﾝﾎﾟ ﾐｷ 123475 83-00142 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

飯田　二郎 ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 123476 84-00143 H27.08.01 ☆ 制度参加 H27.08.01 豊島　美由紀 ひとつ星申請

飯田　孝道 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 123477 85-00144 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

黒田　佐紀 ｸﾛﾀﾞ ｻｷ 123478 86-00145 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定

池田　三男 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｵ 123479 87-00146 H27.12.05 ☆☆☆ 昇格 H27.12.05 豊島　美由紀 マスター新規申請

室井　静雄 ﾑﾛｲ ｼｽﾞｵ 123480 88-00147 H27.11.01 ひとつ星未認定 未認定届出 H27.11.01 東京　花子 マスターズ届出書

石井　正 ｲｼｲ ﾀﾀﾞｼ 123481 89-00148 H27.12.01 ☆☆☆ 更新 マスター更新申請

岡崎　勉 ｵｶｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 123482 90-00149 H27.12.03 ☆ 降格 H27.12.03 豊島　美由紀 マスターズ届出書

石原　幸司 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 123483 91-00150 H27.10.25 ☆☆ 降格 H27.10.25 豊島　美由紀 マスターズ届出書

伊集院　淳史 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｱﾂｼ 123484 92-00151 H27.12.02 ☆☆☆ 昇格 H27.12.02 東京　花子 マスター新規申請

井上　政雄 ｲｾ ﾏｻｵ 123485 93-00152 H27.12.01 ☆☆☆ 昇格 H27.12.01 豊島　美由紀 マスター新規申請

飯田　剛 ｲｲﾀﾞ ﾂﾖｼ 123486 94-00153 H27.10.19 死亡 H27.11.02 ☆☆☆ 退出 H27.11.02 東京　花子 －－

市川　太郎 ｲﾁｶﾜ ﾀﾛｳ 123487 95-00154 H27.12.01 ☆☆ 昇格 ふたつ星自動認定
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